
１　表中の「山口県医師会」とは、厚生労働大臣告示の「支援団体」のことである。
２　遺族側から日本医療安全調査機構へ調査依頼が提出された場合も以下調査が実施される。
　　（医療機関側が調査を拒否する場合は、当該医療機関名公表の措置がなされる：医療法第6条17）
３　以下の調査費用（1事案100～150万円程度見込み）は、調査終了後に日医A会員（診療所・99床以下の病院）
　　は日医から負担。100床以上の病院で（専用）保険加入者は保険から負担。

①

・この時点で「山口県医師会」へ相談可（TEL083-922-2510）
　（夜間・休日等は（TEL03-3434-1110）

②

・以後のﾄﾗﾌ゙ﾙを回避するため、できるだけ遺族の同意取得が必要である。

③

・院長等はAi・解剖に立会うこと（ｶﾙﾃ・写真等も持込む）
・施設一覧は別紙のとおり

④

報告の要否は院長が判断（報告対象の定義は別紙のとおり）
・判断が困難な事例は「山口県医師会」へ相談（TEL083-922-2510）
　（夜間・休日等は（TEL03-3434-1110）

⑤

(1)Ai・解剖の分析
(2)関係者へのﾋｱﾘﾝｸ゙
(3)ｶﾙﾃ等の関係資料の調査・分析
(4)院内医療事故調査等の状況分析

⑥

「山口県医師会」が外部委員を選定

⑦

調査資料を基に協議（必要に応じて複数回あり）

⑧

(1)院内医療事故調査委員が作成
(2)外部医療事故調査委員が確認
(3)必要な場合は再度医療事故調査委員会を開催

⑨

(1)院長から日本医療安全調査機構へ送付
(2)院長から遺族へ調査結果報告（口頭又は文書）

⑩

「日本医療安全調査機構」からの依頼による資料の再検証

⑪

調査結果に基づく再発防止策は「日本医療安全調査機構」が別途行う

（原因不明の死亡）医療事故発生からのフローチャート
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外部医療事故調査委員への資料送付（医療機関から）

医療事故調査委員会（死因究明）の開催

医療事故調査報告書作成

「山口県医師会（支援団体）」へ依頼（電話でも可）

医療事故調査報告書の提出

遺族から異議が提出された場合は再調査

医療事故調査終了

院長等によりAiの説明と同意取得（必要に応じて剖検も）

原因不明の死亡事故発生

Ai・解剖施設への搬送

日本医療安全調査機構への報告（文書又はWeb）

医療事故調査（場所は当該医療機関）


